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市民環境委員会会議録 

平成１８年１２月１３日（火） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １０：３２ 

○ 委員長 

  ただいまから市民環境委員会を開会いたします。 

  「議案第１２８号 平成１８年度飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算（第１号）」を議題

といたします。執行部に補足説明を求めます。環境整備課長。 

○ 環境整備課長 

  「議案第１２８号 平成１８年度飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算（第１号）」につい

て補足説明をさせていただきます。。 

  平成１８年度飯塚市一般会計補正予算書の１９１ページをお願いします。。 

  第１条で既に定められております歳入歳出予算の総額に歳入、歳出それぞれに１２０万９千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７７８万６千円と定めるものでござ

います。その内容につきまして、第１表歳入歳出補正予算事項別明細書で説明させていただき

ます。 

  １９４ページをお願いします。 

  １総括についてでございますが、まず歳入でございます。１款使用料及び手数料で１３万

４千円を追加いたしまして、１，６０６万４千円としております。次に、２款財産運用収入で

３万２千円を追加し、６７万８千円としております。３款繰越金で１０４万３千円を追加し、

１０４万４千円としております。これによりまして、歳入合計では１２０万９千円を追加し、

１，７７８万６千円としております。 

  続きまして、１９５ページをお願いします。 

  歳出でございますが、１款総務費で１７万５千円を追加し、１，１６３万６千円としており

ます。 

  次に、２款諸支出金で１０３万４千円を追加いたしまして、５１５万円としております。 

  これによりまして、歳出合計で１２０万９千円を追加し、１，７７８万６千円としておりま

す。 

  続きまして、１９６ページをお願いいたします。 

  ２歳入でございますが、１款１項１目汚水処理施設使用料で、汚水処理施設使用料現年度分

及び市有土地使用料で減額となっておりますが、過年度分、所謂滞納繰越分の収入が増加しま

したので１３４千円を追加し、１，６０６万４千円としております。 

  次に、２款１項１目利子及び配当金で汚水処理施設整備基金預金利子が増加しましたので

３万２千円を追加し６７万８千円としております。 

  続きまして、３款１項１目繰越金で前年度繰越金１０４万３千円を追加いたしまして、

１０４万４千円としております。 

  １９７ページをお願いします。 

  ３歳出でございますが、１款１項１目一般管理費で電算処理運用委託料が、必要がなくなり

ましたので全額を減額しております。 

  消費税につきましては、旧筑穂町で汚水処理施設使用料にかかる消費税の申告をしました結

果、当初予定しておりました税額を下回りましたので、その分を減額させていただいておりま

すが、うぐいす台団地汚水処理施設事務委任負担金が増加したことによりまして、２４万９千

円追加し、３５０万２千円としております。 

  また、１款１項２目施設管理費では、修繕料が１万円増加しておりますが、汚水処理施設維

持管理委託業務及び汚水処理施設汚泥抜取等委託業務の入札執行残が８万４千円を減額となっ
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ておりますので７万４千円減じ、８１３万４千円としております。 

  これによりまして、総務管理費全体で１７万５千円を追加し、１，１６３万６千円としてお

ります。 

  次に、２款１項１目基金積立金は、汚水処理施設整備基金積立金及び預金利子積立金が増加

いたしましたことによりまして１０３万４千円を追加し、５１５万円としたものでございます。  

  以上簡単ですが、補正予算の補足説明を終わらせていただきます。 

○ 委員長 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

  質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

  討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１２８号 平成１８年度 飯塚市汚水処

理事業特別会計補正（第１号）」は、原案どおり可決することにご異議ありませんか。。 

（ 異議なし ） 

  ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、「議案１５０号 飯塚市・桂川町衛生施設組合規約の変更について」及び「議案第

１５１号 ふくおか県央環境施設組合規約の変更について」以上２件を一括議題といたします。

執行部に補足説明を求めます。環境整備課長。 

○ 環境整備課長 

  「議案第１５０号 飯塚市・桂川町衛生施設組合規約の変更について」及び「議案第

１５１号 ふくおか県央環境施設組合規約の変更について」の補足説明をさせていただきます。  

  議案書６７ページ及び７１ページをお願いします。 

  今回の組合規約変更の議案につきましては、平成１８年６月７日に法律第５３号といたしま

して公布されました「地方自治法の一部を改正する法律」におきまして、市町村においては、

「助役に変えて副市長村長を置くこと。」、及び「収入役を廃止し、会計管理者を置くこ

と。」とされたことに伴い、飯塚市・桂川町衛生施設組合規約及びふくおか県央環境施設組合

規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決をお願いす

るものであります。 

  規約の変更内容につきましては、議案書６９ページの飯塚市・桂川町衛生施設組合規約新旧

対照表及び議案書７２ページのふくおか県央環境施設組合規約新旧対照表でそれぞれ変更する

条文につきまして、記載しております。 

  主な変更内容につきましては、旧規約におきまして「収入役」とあったものを「会計管理

者」に変更するものでございます。 

  地方自治法におきましては、会計事務の適正な執行を確保するため、収支に関する内部牽制

制度として、職務上独立した権限を有する会計機関を設けていること、事務の命令機関と会計

機関の分離が不明となり、適正な会計事務の執行の確保に支障をきたす恐れがあることから、

組合の事務局長等がこの会計管理者を兼務することについては出来ないこととなっております。 

  なお、構成市町の会計管理者が一部事務組合において設置された会計管理者と兼務できるか

ということでございますが、この分につきましては、地方自治法第２８７条第２項及び第

２９１条の４第４項の規定により可能であるということとされております。 

  したがいまして、従来関係市町の収入役が施設組合の収入役に就任しておりましが、それと

同様に関係市町の補助機関の職員が施設組合の会計管理者を兼務することについては、問題な

いものと考えております。  

  以上、簡単でございますが、議案の補足説明に代えさせていただきます。 

○ 委員長 
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  説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

  質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

  討論を終結いたします。採決いたします。議題中「議案第１５０号 飯塚市・桂川町衛生施

設組合規約の変更について」は原案どおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

  ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、「議案第１５１号 ふくおか県央環境施設組合規約の変更について」は、原案どおり

可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

  ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

  お諮りいたします。案件の記載のとおり１件について、報告したい旨の報告があっておりま

す。報告を受けることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ）  

  ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。行財政改革の推進

についての報告を求めます。行財政改革推進室長。 

○ 行財政改革推進室長 

  行財政改革の推進についてご報告を申し上げます。行財政改革大綱及び大綱に基づく実施計

画を策定いたしましたのでご報告いたします。 

  行財政改革大綱及び大綱に基づく実施計画につきましては、各課及び職員からの提案、タウ

ンミーティングやパブリック・コメントの手法に倣って募集しました市民の方々からのご意見、

また、行財政改革推進委員会からの答申書及び意見・提言書を尊重した中で、１１月６日に開

催しました行財政改革推進本部で最終審議を行い、作成いたしております。 

  まず、最初に、行財政改革大綱についてご説明いたします。 

  配布いたしております行財政改革大綱の１ページをお願いいたします。 

  本市財政の危機的状況、行財政改革の必要性など大綱策定の趣旨について記載いたしており

ます。 

  ２ページから４ページにかけまして、本市の財政状況。 

  ４ページから６ページにかけまして、行財政改革の必要性について記載いたしております。 

  次に、７ページをお願いいたします。 

  大綱に基づく実施計画の計画期間でございますが、平成１８年度を起点といたしまして平成

２２年度までの５年間を計画期間といたしております。 

     

  なお、必要な時点で随時見直しを行っていくことといたしております。 

  次に、数値目標でございますが、財政再建団体への転落を回避し、かつ、平成２２年度まで

に単年度収支が黒字となることを目標といたしております。 

  下段の基本理念でございますが、８ページをお願いいたします。 

  ２つの基本理念を掲げております。［１］行財政の簡素化・効率化を図り、安定した行財政

基盤の確立。［２］市民と行政が協働した自主・自立したまちづくりの推進。 

  次に、基本方針でございますが、５つの基本方針を掲げ、それぞれの基本方針に基づいて、

推進項目を掲げております。 

  １で行政経営の視点に立った簡素で効率的な行財政運営の確立。推進項目といたしましては、

８ページでございますが、（１）財政の収支バランス改善に向けた行財政の簡素・効率化の推

進。 
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  １０ページでございますが、（２）民間委託等による民間活力の活用。 

  １１ページでございますが、（３）公共施設の統合整理及び有効活用等。 

  １２ページでございますが、（４）地方公営企業の経営健全化。（５）外郭団体等（地方公

社、一部事務組合、第３セクターなど。）の経営の健全化。 

  １３ページでございますが、［２］地域の個性及び特性を生かした一体性・均衡ある発展の

確保。推進項目といたしましては、１３ページでございますが、（１）地域の物的、人的資源

を有効活用し、地域の個性及び特性を生かした一体性ある発展の確保。［３］市民の視点に立

った行政サービスの推進。項目といたしましては、（１）便利でわかりやすいサービスの提供。 

  １４ページでございますが、［４］市民との協働（パートナーシップ）による行政運営の構

築。推進項目といたしましては、（１）人権が大切にされ、個性ある市民と協働のまちづくり

の推進。（２）公正で透明性の高い行政運営の推進。 

  １５ページでございますが、［５］分権型社会に対応した自主・自立性が発揮できる組織体

制の確立。推進項目といたしましては、（１）時代の変化に即応した柔軟で効率的な組織・機

構の構築。 

  １６ページでございます。（２）組織のフラット化と庁内分権の推進。（３）定員管理及び

給与の適正化。（４）職員の意識改革と人材育成でございます。内容の説明については、省略

させていただきます。 

  次に、行財政改革大綱に基づきます実施計画でございますが、実施計画の行政素案を行財政

改革推進委員会にご提案申し上げまして、ご意見・ご提言をいただいたものをとりまとめてお

りますので、別冊になっております意見・提言書をお願いいたします。 

  意見書・提言書の１ページをお願いいたします。 

  中段に記載されてありますが、今回の意見・提言については、平成１９年度当初予算に少し

でも反映できるように短期間で取りまとめたものであり、市が今後策定する大綱等の進行管理

については、適宜報告を受け、更に点検しながら１年又は１年半後には公募市民等を含めて再

度組織し、抜本的に大綱等の見直しを行う必要があることが付記されております。 

  また、本委員会では、市議会は議決機関であり、市長の諮問機関である本委員会において、

市議会に対する拘束的な意見を述べることは望ましくないという意見が大勢であった旨、記載

がなされております。 

  ２ページをお願いいたします。 

  各委員からの意見が集約されておりますが、その主なものといたしまして、［１］事務事業

の取捨選択の必要性。［２］市民との対等なパートナーシップの構築。［３］課税客体の適正

把握及び市税等滞納整理対策の実施等の意見・提言が述べられております。 

  次に、「実施計画」でございますが、別に配付いたしております実施計画をお願いいたしま

す。 

  実施計画の２ページでございます。 

  大綱の基本方針及び推進項目に基づいた具体的な推進項目を掲げております。 

  ４ページをお願いいたします。 

  推進項目の集計表でございますが、一番下の合計欄に記載いたしておりますように、項目数

は９８件となっております。効果見込額でございますが、平成１８年度２億９，９４１万７千

円、平成１９年度２１億５，９６１万円、平成２０年度２５億９，７３６万６千円、平成

２１年度３７億４，５６５万６千円、平成２２年度４１億３，７４８万円、５年間計で

１２９億３，９５２万９千円となっております。 

  次に、別冊になっています行財政改革実施計画（抜粋）一覧でございますが、全庁にまたが

るもの、及び市民環境委員会に関連する主なものを、ご説明させていただきます。なお、行財

政改革実施計画の（抜粋）で、計画年度の記載漏れがございますので、計画年度一番左から
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１８年度、１９年度、２０年度、２１年度、２２年度の５ヶ年でございます。大変申し訳ござ

いません。記載をお願いいたします。それでは、内容について、ご説明申し上げます。 

  まず、№１０の「ゴミ袋の形態の見直し」でございますが、これにつきましては、ロ－ル式

を採用していますが、ロ－ル式、ガゼット式それぞれメリット、デメリットがございますが、

ロ－ル式は購入単価が高いため、平成２０年度からごみ袋の形態をガゼット式に変更するもの

です。 

  №１４「同一・類似目的等で設置された公共的団体の統合の推進」は旧４町にございます商

工会等その他公共的団体の統合を推進するものです。 

  №１５「大規模投資的事業の見直し」でございますが、将来のまちづくりを見据えた中で、

新市総合計画と整合性を保ちながら、一時凍結を含め、取捨選択して実施することといたして

おります。 

  №１８「普通建設事業の見直し」でございますが、厳しい財政状況を踏まえ、削減を行うこ

とといたしております。 

  №１９「交際費の見直し」でございますが、市長、公営競技事業部、市場管理事務所、教育

委員会、農業委員会の交際費の見直しを行うことといたしております。 

  №２１「その他業務等見直しによる削減」は、物件費等の削減によるものでございます。 

  次に、ペ－ジ№２３の「補助金等の見直し」でございますが、総体的な補助金交付基準を策

定し、個々の補助金等の役割、効果等の評価を行い、整理統合・廃止を検討することといたし

ております。 

  次に、№２８「手数料の見直し」でございますが、税証明関係事務に係る手数料の見直しを

行うことといたしております。 

  №２９「ごみ収集手数料の見直し」は、可燃ごみの収集手数料を引き上げるものでございま

す。 

  №３２「市税等滞納整理対策の実施」でございますが、市税、使用料、貸付金等の徴収率の

向上を図るため、集中的かつ計画的に滞納整理対策を講ずることといたしております。 

  №３７「公の施設の使用料減免の見直し」でございますが、主な公の施設の使用料等減免額

の２０％削減を図るものでございます。 

  №３８「市有財産への有料広告の掲載の推進」でございますが、封筒、ホームページ、納付

書、検針票等市有財産への有料広告の掲載を推進することといたしております。 

  №４０「公の施設の使用料の見直し」は、受益者負担の公平性と財源の確保から、使用料の

見直しを行うことといたしております 

  №４１「公共工事コストの縮減」でございますが、公共工事コスト縮減に関します新行動計

画を早期に制定いたしまして、見直し・縮減を図るものです。 

  №４６「指定管理者制度の活用」は、市民サ－ビスの向上及び管理経費の縮減を図るため制

度の早期導入を推進することといたしております。 

  №６０「公の施設等の利用者増に向けた改善」は、市民の方のご意見・提案を聴くために市 

  民アンケ－ト等を行い、施設の有効利活用策を検討するものでございます。 

  №６２「外郭団体等との随意契約の見直し」及び№６３「外郭団体等の統廃合を含めた見直

し」でございますが、公社、事業団、第３セクタ－等につきましては、総務省からの指針に基

づいて、随意契約の見直しを行うとともに、統廃合の検討や補助金、委託金の削減を図ること

といたしております。 

  №６４「高齢者、有識者、大学生等の人材活用」でございますが、地域の個性・特性を生か

した一体性･均衡ある協働のまちづくりを展開するために、高齢者や学生などが持つ知識･経験、

発想を地域に活かすための取り組みを積極的に推進することといたしております。 

  №６５「イベント等の見直し」でございますが、内容の総点検を行い、経済性や効率性の観
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点から最も有効な手法を検討するものでございます。 

  №６９「市民カ－ドの普及、自動交付機の利用促進」でございますが、市民カ－ドの普及・

啓発を行い、広報に努め市民サ―ビスの向上を図ることといたしております。 

  次に№７３、№７４「行政パ－トナー制度の導入の検討」、「協働のまちづくりに向けた職

員の意識改革と地域活動への参画の推進」でございますが、市民自らが知識、経験、時間を活

かして公共サ－ビスの提供するシステムの導入、協働のまちづくりのため地域活動に対する市

職員の自主的・主体的な参画の促進などについて、積極的に取り組んでいくことにいたしてお

ります。 

  №７８「広報活動の充実及び個人情報保護の推進」でございますが、市政全般に関する情報

の発信と個人情報保護条例の更なる適正な運用に努めるものでございます。 

  №８１「附属機関である審議会、協議会等委員の選出方法、委員数の見直し」でございます

が、効率かつ実効ある審議・審査を行うため、審議会等の設置、運営等の総合的な指針を策定

し、女性委員、公募委員の拡大等を図ることにいたしております。 

  ここにお示しいたしておりませんが、合併によるスケ－ルメリットを最大限に活かしながら、

定員適正化計画を策定し、順次実施することといたしておりますが、平成２３年度当初には、 

  平成１８年度当初と比べ１６８人、１３．９％の削減を目標といたしております。 

  なお、本年度末での退職者予定者数は、定年退職者２２人、退職勧奨による退職予定者

４８人、その他２人合計７２人となっております。 

  以上が行財政改革大綱及び大綱に基づく実施計画の概要でございますが、大綱等の進行管理

につきましては、行財政改革推進本部及び行財政改革推進委員会で行ってまいりたいと考えて

おります。 

  次に、財政シミュレーションと行財政改革の効果額との関連について、ご説明を申し上げま

す。財政シミュレーションをお願いいたします。このシミュレーションは平成１８年度１２月

補正予算をベースといたしまして、一定の条件を基に、平成２７年度までの１０年間で作成い

たしておるものでございます。 

  １ページに各費目の条件を記載をさせていただいています。 

  なお、このシミュレーションには、国の地方財政対策等が、現時点では不透明な部分が多い

ため反映させておりません。したがいまして、今後の結果次第では、このシミュレーションの

数値も変動してまいります。 

  ２ページをお願いいたします。 

 歳出の状況の下段に記載いたしております「歳入－歳出」の欄でございますが、平成１８年

度は△２２億８，３００万円、平成１９年度以降毎年４０億円程度の財源不足が予想されます。 

 当初予算では５２億円の財源不足が生じ、財政調整基金や減債基金を取り崩した中で収支バ

ランスを図っているというご説明を行ってまいりましたが、平成１７年度の決算、平成１８年

度の交付税、予算執行状況等を精査し、１２月の補正予算を編成いたしましたところ、財源不

足額が２２億８，３００万円となったところでございます。 

 その主な理由でございますが、最終ページの用紙をお願いいたします。数字を掲げているも

のでございます。まず、歳入でございますが、［１］市税、主に法人市民税の収入増で約１億

７，６００万円、交付税の増で約９億３，４００万円、国民健康保険会計繰出金の清算で１億

８，０００円、繰越金の増で約９億５,８００万円、歳出でございますが、行政改革の本年度

実施分で約２億９，９００円、執行残で約４億１，１００円等で２９億１，７００千万円の財

源が確保される見込みとなりましたので、財源不足予想額が５２億円から２２億８，３００万

円となったものでございます。 

 なお、下段に平成１８年度と１９年度の財源不足の比較を記載いたしておりますが、その増

減の主なものといたしまして、歳入で国民健康保険会計繰出金の清算分、前年度のみでござい
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ますが、これの減が１億８，０００万円、繰越金の減が約９億５，８００万円、財産収入の減

約２億９，７００円、歳出で退職手当組合特別負担金の減が約２億５，５００万円、地域振興

基金積立金の一般財源分の減が２億円、介護保険特別会計繰出金の減が約２億７，１００万円、

投資的経費の増が５億円、公債費の増が４億３，６００万円等で約１６億８，９００万円の財

源不足が上乗せされることが予想されまして、前ページの平成１９年度の「歳入－歳出」に記

載いたしておりますように、約３８億８，６００万円の財源不足が見込まれております。 

  下から２段目の行革効果後の単年度収支でございますが、平成２２年度に概ね単年度収支の

バランスがとれるように予想いたしておりますが、今回のシミュレーションには記載いたして

おりませんが、平成２８年度以降は、合併による交付税の特例措置がなくなりまして、毎年

２０数億円の減少となりますので、このことを念頭に置きながら、今後の財政運営にあたって

いかなければならないと考えております。 

  以上、簡単ではございますが、行財政改革の推進について報告を終わります。それと訂正を

させていただきます。先程、繰越金の減を９億５，８００万円と申しましたが、６億５，

８００万円と訂正させていただきます。すみません。 

○ 委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。 

 本件は、報告事項でありますので、ご了承願います。 

以上をもちまして、市民環境委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 


